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Ⅰ 下水道事業の沿革 
 

年次 組 織 関 係 条 例 関 係 管 渠 関 係 処 理 場 関 係 ポ ン プ 関 係 

昭和

35年 

衛生課に下水道係が誕生  ３月 高根木戸地区の下水

道法認可(面積78ha) 

  

36年  ６月 下水道条例制定  ６月 高根台下水処理場運

転開始 

計画人口15,000人 

 

37年   10月 西浦処理区都市計画

決定（本町、湊町地

区 面積134ha） 

西浦処理区下水道法

認可（面積134ha） 

（雨水） 

  

38年 （第１次５ヶ年計画）     

39年 都市計画課に下水道係設置  ３月 高根木戸、北習志野

処理区都市計画決定

（面積206ha） 

12月 高根木戸、北習志野

処理区下水道法認可

（面積206ha） 

  

41年     11月 都疎浜ポンプ場建設

に着手 

42年 （第２次５ヶ年計画） 

７月 下水道課設置 

２月 下水道使用料改定  ２月 習志野台下水処理場

運転開始 

 

43年  ３月 都市計画下水道事業

受益者負担に関する

省令施行 

12月 印旛沼流域下水道県

都市計画決定 

  

44年  ４月 下水道使用料改定    

45年   11月 西浦処理区都市計画

変更（面積410ha） 

11月 西浦下水処理場建設

に着手 

12月 都疎浜ポンプ場運転

開始 

46年 （第３次５ヶ年計画）  １月 西浦処理区下水道法

認可（面積134ha） 

   （合流） 

  

48年 ７月 下水道課を公共下水

道課に変更 

 ３月 江戸川左岸流域下水

道県都市計画決定 

12月 西浦処理区都市計画

変更（面積433ha） 

  

49年   ２月 西浦処理区下水道法

認可（面積333ha） 

  

50年  12月 下水道排水設備工事

業者の指定に関する

規則制定 

12月 水洗便所化改造工事

資金貸付規則制定 

 １月 高根台下水処理場を

中継ポンプ場に変更 

１月 高根台ポンプ場運転

開始 
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年次 組 織 関 係 条 例 関 係 管 渠 関 係 処 理 場 関 係 ポ ン プ 関 係 

51年 （第４次５ヶ年計画） 

７月 公共下水道課を公共

下水道課と下水道施

設課に分課 

４月 下水道使用料改定 ４月 西浦処理区供用開始 ３月 西浦下水処理場運転

開始 16,600m3／日 

 

52年   ３月 印旛沼流域関連公共

下水道千葉ニュータ

ウン都市計画決定 

(小室町の一部 面積

112ha) 

 11月 宮本ポンプ場建設に

着手 

53年 下水道部設置 

   下水道管理課 

   下水道建設課 

   下水道施設課 

12月 小室町地区下水道設

置条例制定 

３月 船橋市下水道全体計

画策定 

（面積6,973ha） 

３月 印旛沼流域関連公共

下水道千葉ニュータ

ウン下水道法認可 

（面積90ha） 

  

54年  12月 都市計画下水道事業

受益者負担に関する

条例制定 

３月 印旛処理区供用開始   

55年    ４月 西浦下水処理場増設

25,000ｍ3／日 

10月 宮本ポンプ場運転開

始 

56年 （第５次５ヶ年計画）     

57年  ４月 下水道使用料改定 ３月 西浦処理区都市計画

変更（面積1,354ha） 

５月 西浦処理区下水道法

認可（面積501ha） 

７月 印旛沼流域関連公共

下水道印旛処理区都

市計画決定 

（面積653ha） 

８月 印旛処理区都市計画

法認可（面積235ha） 

  

59年    ４月 西浦下水処理場増設

32,500ｍ3／日 

10月 西浦下水処理場合流

ポンプ棟工事に着手 

 

61年 （第６次５ヶ年計画） ３月 水洗便所化改造工事

資金貸付金改定 

４月 下水道使用料改定 

（２段階改定 61・62

年） 

 

３月 高根木戸、北習志野

処理区都市計画変更

（高根木戸 63.97ha

単独公共下水道より

流域関連公共下水道

印旛処理区へ編入） 

３月 印旛処理区都市計画

変更（面積726ha） 

３月 印旛処理区下水道法

認可変更 

（面積306ha） 

５月 高根木戸地区の単独

公共下水道を印旛沼

流域関連公共下水道

に接続 

 ５月 高根台ポンプ場廃止 
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年次 組 織 関 係 条 例 関 係 管 渠 関 係 処 理 場 関 係 ポ ン プ 関 係 

62年   ２月 北習志野処理区都市

計画変更（単独公共

下水道より印旛沼流

域関連公共下水道印

旛処理区に編入面積

206ha） 

３月 印旛処理区都市計画

変更（面積 1,074ha） 

３月 印旛処理区下水道法

認可変更 

（面積753ha） 

５月 北習志野地区の単独

公共下水道を印旛沼

流域関連公共下水道

に接続 

 

 

  

63年 ４月 下水道建設課を下水

道計画課と下水道建

設課に分課、下水道

施設課を西浦下水処

理場に変更 

４月 使用料収納事務業者

委託 

 ４月 西浦合流ポンプ運転

開始 

汚水 φ  600×２ 

雨水 φ 1,500×３ 

 

９月 西浦下水処理場雨天

時汚水沈殿池、エア

レーションタンク、

最終沈殿池、放流渠

等工事に着手 

 

平成

元年 

 ４月 使用料収納事務コン

ピューター化 

３月 西浦処理区都市計画

変更（面積1,354ha） 

３月 西浦処理区下水道法

認可変更 

（面積746ha） 

９月 印旛処理区下水道法

認可変更 

（面積875ha） 

  

２年  ２月 千葉、船橋、習志野、

八千代市共同下水道

事務移管 

７月 江戸川左岸処理区都

市計画決定 

   （面積40ha） 

  

３年 （第７次５ヶ年計画） ４月 下水道使用料改定 

（２段階改定３年・

４年） 

４月 水洗便所化改造工事

資金貸付規則改定 

（限度額改定） 

12月 条例改正（消費税の

転嫁） 

６月 江戸川左岸処理区下

水道法認可 

（面積40ha） 

11月 西浦処理区都市計画

変更（面積1,104ha）

高瀬処理区都市計画

変更（面積2,307ha） 

３月 西浦下水処理場 

高級処理 

  48,800ｍ3／日 

簡易処理 

 346,000ｍ3／日 

 

４年   ２月 高瀬処理区下水道法

認可（面積571ha） 

３月 西浦処理区下水道法

認可変更 

（面積528ha） 
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年次 組 織 関 係 条 例 関 係 管 渠 関 係 処 理 場 関 係 ポ ン プ 関 係 

５年  ３月 浜田川都市下水路事

業事務移管 

２月 印旛処理区都市計画

変更（面積1,208ha）

津田沼処理区都市計

画決定（面積355ha） 

３月 印旛処理区下水道法

認可変更 

（面積1,013ha） 

津田沼処理区下水道

法認可（面積15ha） 

６月 江戸川左岸処理区供

用開始 

12月 高瀬下水処理場建設

に着手 

 

６年  ４月 下水道使用料改定    

７年 ４月 下水道建設第１課、

２課を設置 

 ４月 津田沼処理区下水道

法認可変更 

（面積120ha） 

７月 西浦処理区都市計画

変更（面積1,131ha） 

  

８年 （第８次７ヶ年計画） ４月 小室町地区下水道設

置条例廃止 

８月 西浦処理区下水道法

認可変更 

（面積695ha） 

  

９年   ６月 津田沼処理区供用開

始 

  

10年   ３月 高瀬処理区下水道法

認可変更 

（面積674ha） 

４月 西浦、高瀬、津田沼、

印旛処理区都市計画

変更（幹線基準の変

更に伴う変更） 

４月 印旛処理区都市計画

変更（面積1159ha） 

  

11年 ４月 高瀬下水処理場を設 

   置 

 ３月 印旛処理区下水道法

認可変更 

（面積1,249ha） 

４月 高瀬処理区供用開始 

４月 高瀬下水処理場 

運転開始 

高級処理 

 25,250ｍ3／日 

10月 高瀬下水処理場 

   簡易処理 

122,000ｍ3／日 

 

12年  ４月 下水道使用料改定 

４月 水洗便所化改造工事

資金貸付金規則改正

限度額、連帯保証人、

償還期間の改正 

７月 下水道条例施行規則

窒素、燐の項目追加 

９月 受益者負担金施行規

則改正。社会福祉事

業法等改正 

３月 津田沼処理区下水道

法認可変更 

（面積355ha） 

12月 西浦処理区下水道法

認可変更 

（面積859ha） 

12月 高瀬処理区下水道法

認可変更 

（面積1,105ha） 

４月 西浦下水処理場 

   高級処理 

61,600ｍ3／日 

12月 西浦下水処理場 

既設(A系)の高度改

修工事に着手 

  

 

13年  ８月 受益者負担金施行規

則改正。郵便局窓口

納付開始 

３月 印旛処理区都市計画

変更(面積 1,275ha) 
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年次 組 織 関 係 条 例 関 係 管 渠 関 係 処 理 場 関 係 ポ ン プ 関 係 

14年  ４月 受益者負担金施行規

則改正。減免基準改

正 

４月 印旛処理区下水道法

認可変更 

   （面積 1,253ha） 

   江戸川左岸処理区下

水道法認可変更 

   （面積    40ha） 

１月 西浦下水処理場 

既設(A系)一部高度

処理を開始 

7,500ｍ3／日 

４月 高瀬下水処理場 

一部高度処理を開始 

13,800ｍ3／日 

４月 中山ポンプ場 

   公共下水道施設とし

て供用開始 

15年   ３月 船橋市下水道全体計

画変更策定 

（面積6,973ha） 

４月 西浦下水処理場 

   高度処理合計能力 

    28,750ｍ3／日 

 

16年 
 

７月 下水道使用料ｺﾝﾋﾞﾆ

収納開始 

 

４月  高瀬処理区下水道

法認可変更 

（面積  255ha） 

４月 西浦下水処理場 

高度処理合計能力 

36,570ｍ3／日 

 

17年  

 

 

４月 船橋市下水道条例 

  (排水設備工事事業者 

   指定の条例化) 

 

３月  船橋市暫定処理分 

区下水道法認可 

（面積  303ha） 

３月 合流式下水道緊急 

改善計画策定 

（同意） 

4 月  高瀬下水処理場 

  包括的民間委託開始 

４月 宮本ポンプ場 

 包括的民間委託開始 

 

18年 中期経営計画策定 

      （H18～H21） 
４月 下水道使用料改定 

４月 都市計画下水道事業 

   受益者負担に関する 

   条例（市街化調整区 

   域の負担金額の制

定） 

 

 

12月 高瀬処理区都市計 

画変更 

(面積 2,307ha) 

12月 津田沼処理区都市 

計画変更 

(面積 382ha) 

12月 印旛処理区都市計 

画変更 

(面積 1,294ha) 

12月 江戸川左岸処理区 

都市計画変更 

(面積 340ha) 

４月 西浦下水処理場 

    高度処理合計能力 

44,200ｍ3／日 

４月 高瀬下水処理場 

３系増設 

高度処理合計能力 

55,700ｍ3／日 

 

19年 財政健全化計画策定 

      （H19～H23） 
４月 水洗便所化改造工事

資金貸付金口座振替

開始 

 

３月 高瀬処理区下水道法 

認可変更 

（総面積  1,491ha） 

３月  津田沼処理区下水道 

法認可変更 

（総面積  382ha） 

３月  印旛処理区下水道法 

認可変更 

（総面積  1,271ha） 

３月  船橋市暫定処理分区 

下水道法認可変更 

（総面積  489ha） 

３月 合流式下水道緊急改

善事業認可 

  

20年 ４月 公金徴収一元化 ４月 水洗便所化改造工事

資金貸付金規則改正

（限度額の改正) 

３月 江戸川左岸処理区 

下水道法認可変更 

（年度延伸） 

４月 西浦下水処理場 

高度処理合計能力 

51,800ｍ3／日 

 

21年   ８月 総合地震対策計画 

１期策定 

（緊急輸送路下） 

８月 合流式下水道緊急改

善計画変更（同意） 

４月 西浦下水処理場 

高度処理合計能力 

59,300ｍ3／日 

８月 総合地震対策計画 

１期策定 

（西浦下水処理場） 

 

 

- 5 -



年次 組 織 関 係 条 例 関 係 管 渠 関 係 処 理 場 関 係 ポ ン プ 関 係 

22年 ４月 下水道建設第１課、

２課を統合 

７月 水洗便所化改造工事

資金貸付金規則改正

（申請者及び連帯保

証人の要件見直し、

口座振替を条件化) 

 

３月 船橋市下水道全体計

画変更策定 

（面積7,110ha） 

３月 西浦処理区下水道法

認可変更 

（総面積1,131ha） 

（総合地震対策事業） 

３月 高瀬処理区下水道法

認可変更 

（総合地震対策事業） 

３月 津田沼処理区下水道

法認可変更 

（年度延伸） 

３月 印旛処理区下水道法

認可変更 

（総合地震対策事業） 

３月  印旛処理区都市計

画変更 

（総面積1,319ha） 

６月 高瀬処理区下水道

法認可変更 

（総面積1,708ha） 

４月 西浦下水処理場 

高度処理合計能力 

53,000ｍ3／日   

４月 高瀬下水処理場 

高度処理合計能力 

51,000ｍ3／日  

 

 

23年 ４月 下水道部組織再編 

下水道総務課 

   下水道河川計画課 

   下水道建設課 

   下水道施設課 

   下水道河川管理課 

４月 水洗便所化改造工事

資金貸付金規則改正

（貸付対象に誤接続

改修工事を追加) 

３月 印旛処理区下水道

法認可変更 

（総面積1,315ha） 

３月 船橋市暫定処理分

区下水道法認可変

更 

（年度延伸） 

３月 江戸川左岸処理区

下水道法認可変更 

  （年度延伸） 

４月 高瀬下水処理場 

   ４系増設 

   高度処理合計能力 

    76,500㎥／日 

 

24年  ７月 条例・施行規則改正

（住民基本台帳法の

改正及び外国人登録

法の廃止等に伴う改

正） 

３月 高瀬、印旛処理区下

水道法認可変更（分

流式雨水排水区域

の追加） 

 

  

25年   ４月 長寿命化計画策定

(高根台・習志野台) 

５月 江戸川左岸処理区下

水道法事業計画変更 

   （総面積233ha ） 

  

12月 長寿命化計画策定 

(西浦下水処理場・ 

高瀬下水処理場) 

12月 長寿命化計画策定 

(宮本ポンプ場) 

26年  ４月 下水道使用料改定

（消費税の転嫁） 

３月 総合地震対策計画 

２期策定 

(緊急輸送路下・ 

軌道下) 

３月 西浦処理区都市計

画変更 

（総面積1,243ha） 

３月 津田沼処理区下水道

法事業計画変更 

（年度延伸） 

 

  

３月 総合地震対策計画 

２期策定 

（西浦下水処理場） 

 

３月 総合地震対策計画 

２期策定 

（宮本ポンプ場・ 

中山ポンプ場・ 

都疎浜ポンプ場） 
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年次 組 織 関 係 条 例 関 係 管 渠 関 係 処 理 場 関 係 ポ ン プ 関 係 

27年   ３月 長寿命化計画策定

(高根台・習志野台) 

３月 西浦処理区下水道法

事業計画変更 

   （年度延伸 ） 

３月 高瀬処理区下水道法

事業計画変更 

   （総面積1,818ha ） 

10月 印旛処理区下水道法

事業計画変更 

   （年度延伸 ） 

10月 津田沼処理区下水道

法事業計画変更 

   （年度延伸 ） 

 

  

28年    ３月 高瀬下水処理場 

   ５系増設 

    高度処理合計能力 

    102,000 ㎥／日 

12月 西浦下水処理場 

   B-3系増設 

高度処理合計能力 

    67,000ｍ3／日 

 

29年  11月 条例改正（排水設備

指定工事店の新規の

指定の申請、指定の

更新の申請、指定工

事店証の書換交付及

び再交付の手数料徴

収に伴う改正） 

12月 船橋市下水道事業の 

   設置等に関する条例 

（平成30年4月1日 

施行：地方公営企業 

法の一部適用（企業 

会計）） 

２月 西浦処理区下水道法

事業計画変更 

   （総面積1,243ha ） 

２月 高瀬処理区下水道法

事業計画変更 

   （総面積2,307ha ） 

 

  

30年 4月 平成30年度より下水

道事業会計（企業会

計） 

 

 

 

 

 ２月 江戸川左岸処理区下

水道法事業計画変更 

   （総面積340ha） 

２月 津田沼処理区下水道

法計画変更 

   （年度延伸 ） 

４月 船橋市下水道ストッ

クマネジメント計画

策定 

４月 総合地震対策計画３

期策定 (緊急輸送路

下・軌道下・宿泊可

能避難所) 

７月 印旛処理区下水道法

事業計画変更 

   （年度延伸 ） 

４月 船橋市下水道ストッ

クマネジメント計画

策定 

４月 総合地震対策計画 

３期策定 

(西浦下水処理場・ 

高瀬下水処理場) 

７月 西浦下水処理場 

      B-1系高度処理開始 

高度処理合計能力 

    81,000ｍ3／日 

４月 船橋市下水道ストッ

クマネジメント計画

策定 

４月 総合地震対策計画 

３期策定 

(都疎浜ポンプ場) 

 

令和 

元年 

 10月 下水道使用料改定

（消費税の転嫁） 

 ４月 西浦下水処理場 

      消化ガス発電開始 

 

２年  １月 条例・施行規則改正 

（指定工事店欠格条

項に係る改正） 

 

２月 印旛処理区下水道法

事業計画変更 

   （雨水総面積836ha） 

２月 高瀬処理区下水道法

事業計画変更 

   （雨水総面積131ha） 
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令和５年７月末現在 

 

※第一次一括法の施行に伴い下水道に係わる都市計画法及び下水道法の一部改正があり、下水

道法の公共下水道事業計画の策定（法第４条関係）については認可から都道府県知事との「同 

意を要しない協議」となった。このことから、平成23年度以前は「下水道法認可変更」、平成24

年度以降は「下水道事業計画変更」と記している。 

年次 組 織 関 係 条 例 関 係 管 渠 関 係 処 理 場 関 係 ポ ン プ 関 係 

２年  ４月 水洗便所化改造工事

資金貸付金規則改正 

（民法改正に伴う改 

正） 

４月 水洗便所化改造工事

資金貸付金規則改正 

  （新型コロナウイルス

感染症の影響に伴う

改正） 

７月 下水道使用料改定 

 

   

4年   2月 高瀬処理区下水道法

事業計画変更 

   （雨水総面積134ha） 

3月  高瀬処理区都市計 

画変更 

(総面積 2,349ha) 

  

5年   2月  印旛処理区都市計 

画変更 

(総面積 1,454ha) 

2月  江戸川左岸処理区下

水道法事業計画変更 

（年度延伸） 

3月 西浦処理区下水道法

事業計画変更 

   （年度延伸） 

3月  高瀬処理区下水道法

事業計画変更 

（総面積 2,349ha） 

(年度延伸） 

 3月 西浦処理区下水道法

事業計画変更 

   （都疎浜ポンプ場） 
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Ⅱ 下水道事業の計画 
 

 

１．下水道全体計画 
 

 船橋市は、東京都と近接しているため、昭和35年頃から急激な宅地開発が進み、排水量の増

大による低地部の浸水被害が頻発し、また、生活雑排水による水源地や公共用水域の汚濁等が

著しくなり、自然環境の悪化の阻止及び生活環境の向上を図るため、昭和53年度に都市の根幹

である公共下水道の基本計画が策定された。平成21年度千葉県において上位計画である流域別

下水道整備総合計画（東京湾・利根川）の見直し作業が完了したため、本市においても平成21

年度全体計画（変更）を策定した。 

 全体計画では、市域の約83％・7,110ha（処理計画人口556,000人）を下水道計画区域とし、

これを主に河川流域による地形的条件によって、単独公共下水道３処理区（西浦処理区・高瀬

処理区・津田沼処理区）、流域関連公共下水道２処理区（印旛処理区・江戸川左岸処理区）の５

処理区に分割して整備する計画としている。 

 

 

 

下水道計画面積 

処 理 区 名 
面     積     (ha) 

市街化区域 調 整 区 域 計 摘   要 

西     浦 1,243 

 

－ 

 

1,243 
分流  414 

合流  829 

高     瀬 2,349 785 3,135 
分流 2,796 

合流  339 

津  田  沼 355 27 382 
 

合流  382 

印     旛 1,271 603 1,874 
分流  1,874 

 

江 戸 川 左 岸 340 136 476 
分流    476 

 

計 5,558 1,551 7,110 
分流 5,560 

合流 1,550 
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２．下 水 道 計 画 図
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下水道計画区域（処理区名）
下水道法
事業計画区域

あ 旭町 高瀬処理区 ○
旭町1丁目 高瀬処理区 ○
旭町2丁目 高瀬処理区 ○

高瀬処理区 ○
江戸川左岸処理区 ○
高瀬処理区 時期未定

江戸川左岸処理区 ○（一部）
旭町5丁目 高瀬処理区 ○（一部）
旭町6丁目 高瀬処理区 ○（大部）
東町 高瀬処理区 ○（一部）

い 市場1丁目 高瀬処理区 ○
市場2丁目 高瀬処理区 ○（一部）
市場3丁目 高瀬処理区 ○
市場4丁目 高瀬処理区 ○
市場5丁目 高瀬処理区 ○（一部）
印内1丁目 西浦処理区 ○
印内2丁目 西浦処理区 ○
印内3丁目 西浦処理区 ○
印内町 西浦処理区 ○

お 大穴北1丁目 印旛処理区 ○（一部）
大穴北2丁目 印旛処理区 ○（一部）
大穴北3丁目 印旛処理区 ○（一部）
大穴北4丁目 印旛処理区 ○（一部）
大穴北5丁目 印旛処理区 時期未定
大穴北6丁目 印旛処理区 時期未定
大穴北7丁目 印旛処理区 時期未定
大穴北8丁目 印旛処理区 ○（一部）
大穴町 印旛処理区 時期未定
大穴南1丁目 印旛処理区 ○
大穴南2丁目 印旛処理区 ○（大部）
大穴南3丁目 印旛処理区 時期未定
大穴南4丁目 印旛処理区 ○（一部）（分流雨水一部）

大穴南5丁目 印旛処理区 ○（一部）（分流雨水一部）

大神保町
か 海神1丁目 西浦処理区 ○

海神2丁目 西浦処理区 ○
海神3丁目 西浦処理区 ○
海神4丁目 西浦処理区 ○
海神5丁目 西浦処理区 ○
海神6丁目 西浦処理区 ○
海神町2丁目 西浦処理区 ○
海神町3丁目 西浦処理区 ○
海神町西1丁目 西浦処理区 ○
海神町東1丁目 西浦処理区 ○
海神町南1丁目 西浦処理区 ○
葛飾町2丁目 西浦処理区 ○
金杉1丁目 高瀬処理区 時期未定
金杉2丁目 高瀬処理区 時期未定
金杉3丁目 高瀬処理区 時期未定
金杉4丁目 高瀬処理区 ○（一部）
金杉5丁目 高瀬処理区 ○
金杉6丁目 高瀬処理区 ○
金杉7丁目 高瀬処理区 ○
金杉8丁目 高瀬処理区 ○（大部）
金杉9丁目 高瀬処理区 ○（一部）
金杉台1丁目 高瀬処理区 ○
金杉台2丁目 高瀬処理区 ○
金杉町 高瀬処理区 ○（一部）
金堀町 大部下水道全体計画区域外（一部印旛処理区） 時期未定

西浦処理区 ○
高瀬処理区 ○

江戸川左岸処理区 ○
高瀬処理区 ○

江戸川左岸処理区 ○

町丁目名

3.   町名別　下水道法事業計画区域

下水道全体計画区域外

旭町3丁目

旭町4丁目

上山町1丁目

上山町2丁目

下水道法事業計画区域　・・・　○：事業計画策定済区域　、　時期未定：下水道法事業計画未策定区域
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下水道計画区域（処理区名）
下水道法
事業計画区域

町丁目名

高瀬処理区 ○

江戸川左岸処理区 ○
き 北本町1丁目 高瀬処理区 ○

北本町2丁目 高瀬処理区 ○
西浦処理区 ○

高瀬処理区 ○（分流雨水一部）

行田2丁目 西浦処理区 ○
行田3丁目 西浦処理区 ○

西浦処理区 ○
高瀬処理区 ○

く 楠が山町 大部下水道全体計画区域外（一部印旛処理区） 時期未定
車方町

こ 高野台1丁目 印旛処理区 ○
高野台2丁目 印旛処理区 ○
高野台3丁目 印旛処理区 ○
高野台4丁目 印旛処理区（一部下水道全体計画区域外） ○（大部）
高野台5丁目 印旛処理区（一部下水道全体計画区域外） ○（一部）

西浦処理区 ○
江戸川左岸処理区 ○
西浦処理区 ○

江戸川左岸処理区 ○
古作3丁目 西浦処理区 ○
古作4丁目 西浦処理区 ○
古作町 西浦処理区 ○
小野田町
小室町 印旛処理区（一部下水道全体計画区域外） ○（大部）
米ヶ崎町 高瀬処理区 ○（一部）
古和釜町 印旛処理区（一部下水道全体計画区域外） ○（一部）

さ 栄町1丁目 西浦処理区 ○
栄町2丁目 西浦処理区 ○
咲が丘1丁目 印旛処理区 ○(分流雨水)
咲が丘2丁目 印旛処理区 ○（分流雨水一部）

咲が丘3丁目 印旛処理区 ○（分流雨水一部）

咲が丘4丁目 印旛処理区 ○（分流雨水一部）

し 潮見町 西浦処理区 ○
芝山1丁目 高瀬処理区 ○
芝山2丁目 高瀬処理区 ○
芝山3丁目 高瀬処理区 ○
芝山4丁目 高瀬処理区 ○
芝山5丁目 高瀬処理区 ○
芝山6丁目 高瀬処理区 ○
芝山7丁目 高瀬処理区 ○
新高根1丁目 高瀬処理区 ○（大部）
新高根2丁目 高瀬処理区 ○（大部）
新高根3丁目 高瀬処理区 ○（分流雨水一部）
新高根4丁目 高瀬処理区 ○（分流雨水一部）
新高根5丁目 高瀬処理区 ○
新高根6丁目 高瀬処理区 ○
神保町

す 鈴身町
駿河台1丁目 高瀬処理区 ○（一部）
駿河台2丁目 高瀬処理区 ○（大部）

た 高瀬町 大部下水道全体計画区域外（一部高瀬処理区） ○（一部）
高根台1丁目 印旛処理区 ○(分流雨水)
高根台2丁目 印旛処理区 ○(分流雨水)
高根台3丁目 印旛処理区 ○(分流雨水)
高根台4丁目 印旛処理区 ○(分流雨水)
高根台5丁目 印旛処理区 ○(分流雨水)
高根台6丁目 印旛処理区 ○(分流雨水)
高根台7丁目 高瀬処理区 ○
高根町 高瀬処理区 ○（一部）
滝台1丁目 津田沼処理区 ○
滝台2丁目 高瀬処理区 ○
滝台町 高瀬処理区 ○
田喜野井1丁目 津田沼処理区 ○
田喜野井2丁目 津田沼処理区 ○
田喜野井3丁目 津田沼処理区 ○

下水道全体計画区域外

下水道全体計画区域外

下水道全体計画区域外
下水道全体計画区域外

上山町3丁目

行田1丁目

行田町

古作1丁目

古作2丁目

下水道法事業計画区域　・・・　○：事業計画策定済区域　、　時期未定：下水道法事業計画未策定区域
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下水道計画区域（処理区名）
下水道法
事業計画区域

町丁目名

田喜野井4丁目 津田沼処理区 ○
田喜野井5丁目 津田沼処理区 ○
田喜野井6丁目 津田沼処理区 ○
田喜野井7丁目 津田沼処理区 ○

つ 坪井町 印旛処理区（一部下水道全体計画区域外） ○（一部）
坪井東１丁目 印旛処理区 ○
坪井東２丁目 印旛処理区 ○
坪井東３丁目 印旛処理区 ○
坪井東４丁目 印旛処理区 ○
坪井東５丁目 印旛処理区 ○
坪井東６丁目 印旛処理区 ○
坪井西1丁目 印旛処理区 ○
坪井西2丁目 印旛処理区 ○（大部）

と 豊富町
な 中野木1丁目 高瀬処理区 ○

中野木2丁目 高瀬処理区 ○
夏見1丁目 高瀬処理区 ○（大部）
夏見2丁目 高瀬処理区 ○
夏見3丁目 高瀬処理区 ○
夏見4丁目 高瀬処理区 ○
夏見5丁目 高瀬処理区 ○（一部）
夏見6丁目 高瀬処理区 ○
夏見7丁目 高瀬処理区 ○（一部）
夏見台1丁目 高瀬処理区 ○
夏見台2丁目 高瀬処理区 ○（大部）
夏見台3丁目 高瀬処理区 ○
夏見台4丁目 高瀬処理区 ○（大部）
夏見台5丁目 高瀬処理区 ○
夏見台6丁目 高瀬処理区 ○（一部）
夏見町2丁目 高瀬処理区 時期未定
七林町 高瀬処理区 ○
習志野1丁目 印旛処理区 ○
習志野2丁目 印旛処理区 ○
習志野3丁目 印旛処理区（一部下水道全体計画区域外） ○（一部）
習志野4丁目 印旛処理区 ○
習志野5丁目 印旛処理区 ○
習志野台1丁目 印旛処理区 ○(分流雨水)
習志野台2丁目 印旛処理区 ○(分流雨水)
習志野台3丁目 印旛処理区 ○(分流雨水)

印旛処理区 ○（分流雨水）
高瀬処理区 ○

習志野台5丁目 印旛処理区 ○(分流雨水)
習志野台6丁目 印旛処理区 ○(分流雨水)
習志野台7丁目 印旛処理区 ○（分流雨水一部）
習志野台8丁目 印旛処理区 ○（分流雨水一部）

に 西浦1丁目 西浦処理区 ○
西浦2丁目 西浦処理区 ○
西浦3丁目 西浦処理区 ○
西習志野1丁目 高瀬処理区 ○
西習志野2丁目 高瀬処理区 ○
西習志野3丁目 高瀬処理区 ○
西習志野4丁目 高瀬処理区 ○
西船1丁目 西浦処理区 ○
西船2丁目 西浦処理区 ○
西船3丁目 西浦処理区 ○
西船4丁目 西浦処理区 ○
西船5丁目 西浦処理区 ○
西船6丁目 西浦処理区 ○
西船7丁目 西浦処理区 ○
二宮1丁目 高瀬処理区 ○
二宮2丁目 高瀬処理区 ○

は 飯山満町1丁目 高瀬処理区 ○（一部）
飯山満町2丁目 高瀬処理区 ○（大部）
飯山満町3丁目 高瀬処理区 ○
浜町1丁目 高瀬処理区 ○
浜町2丁目 高瀬処理区 ○
浜町3丁目 高瀬処理区 ○

下水道全体計画区域外

習志野台4丁目

下水道法事業計画区域　・・・　○：事業計画策定済区域　、　時期未定：下水道法事業計画未策定区域
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下水道計画区域（処理区名）
下水道法
事業計画区域

町丁目名

ひ 東中山1丁目 西浦処理区 ○
東中山2丁目 西浦処理区 ○
東船橋1丁目 高瀬処理区 ○
東船橋2丁目 高瀬処理区 ○
東船橋3丁目 高瀬処理区 ○
東船橋4丁目 高瀬処理区 ○
東船橋5丁目 高瀬処理区 ○
東船橋6丁目 高瀬処理区 ○
東船橋7丁目 高瀬処理区 ○
日の出1丁目 西浦処理区 ○
日の出2丁目 西浦処理区 ○

ふ 藤原1丁目 江戸川左岸処理区 ○
藤原2丁目 江戸川左岸処理区 ○
藤原3丁目 江戸川左岸処理区 ○（一部）
藤原4丁目 江戸川左岸処理区 ○（一部）
藤原5丁目 江戸川左岸処理区 ○（一部）
藤原6丁目 江戸川左岸処理区 ○（一部）
藤原7丁目 江戸川左岸処理区 ○（一部）
藤原8丁目 江戸川左岸処理区 ○（一部）
二子町 西浦処理区 ○
二和西1丁目 高瀬処理区 ○
二和西2丁目 高瀬処理区 ○（一部）
二和西3丁目 高瀬処理区 時期未定

高瀬処理区 時期未定
印旛処理区 ○(分流雨水一部)

二和西5丁目 高瀬処理区 ○（一部）
高瀬処理区 時期未定
印旛処理区 ○(一部)(分流雨水一部)

二和東1丁目 高瀬処理区 時期未定
二和東2丁目 高瀬処理区 ○（一部）

高瀬処理区 時期未定
印旛処理区 ○(分流雨水一部)

二和東4丁目 高瀬処理区 ○（一部）
高瀬処理区 時期未定
印旛処理区 ○(分流雨水一部)

二和東6丁目 印旛処理区 ○（分流雨水一部）
ほ 本郷町 西浦処理区 ○

本町1丁目 西浦処理区 ○
本町2丁目 西浦処理区 ○

西浦処理区 ○
高瀬処理区 ○
西浦処理区 ○
高瀬処理区 ○

本町5丁目 高瀬処理区 ○
本町6丁目 高瀬処理区 ○

西浦処理区 ○
高瀬処理区 ○

ま 前貝塚町 高瀬処理区 ○
前原西1丁目 高瀬処理区 ○
前原西2丁目 高瀬処理区 ○
前原西3丁目 高瀬処理区 ○
前原西4丁目 高瀬処理区 ○
前原西5丁目 高瀬処理区 ○
前原西6丁目 高瀬処理区 ○
前原西7丁目 高瀬処理区 ○
前原西8丁目 高瀬処理区 ○

高瀬処理区 ○
津田沼処理区 ○
高瀬処理区 ○
津田沼処理区 ○

前原東3丁目 高瀬処理区 ○
高瀬処理区 ○
津田沼処理区 ○
高瀬処理区 ○
津田沼処理区 ○

前原東6丁目 津田沼処理区 ○
江戸川左岸処理区 ○（一部）
高瀬処理区 時期未定

二和西4丁目

二和西6丁目

二和東3丁目

二和東5丁目

本町3丁目

本町4丁目

本町7丁目

前原東1丁目

前原東2丁目

前原東4丁目

前原東5丁目

馬込町

下水道法事業計画区域　・・・　○：事業計画策定済区域　、　時期未定：下水道法事業計画未策定区域
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下水道計画区域（処理区名）
下水道法
事業計画区域

町丁目名

馬込西１丁目 江戸川左岸処理区 ○
馬込西２丁目 江戸川左岸処理区 ○
馬込西３丁目 江戸川左岸処理区 ○
松が丘1丁目 印旛処理区 ○
松が丘2丁目 印旛処理区 ○（大部）、（分流雨水一部）
松が丘3丁目 印旛処理区 ○（分流雨水一部）
松が丘4丁目 印旛処理区 ○（分流雨水一部）
松が丘5丁目 印旛処理区 ○（大部）、（分流雨水一部）
丸山1丁目 江戸川左岸処理区 ○
丸山2丁目 江戸川左岸処理区 ○
丸山3丁目 江戸川左岸処理区 ○
丸山4丁目 江戸川左岸処理区 ○
丸山5丁目 江戸川左岸処理区 ○

み 三咲1丁目 高瀬処理区 ○（一部）
印旛処理区 ○
高瀬処理区 ○

三咲3丁目 印旛処理区 時期未定
三咲4丁目 印旛処理区 ○（一部）
三咲5丁目 印旛処理区 ○（一部）
三咲6丁目 印旛処理区 ○（一部）
三咲7丁目 印旛処理区 ○（一部）
三咲8丁目 印旛処理区 ○（一部）
三咲9丁目 印旛処理区（一部下水道全体計画区域外） 時期未定
三咲町
緑台1丁目 高瀬処理区 ○
緑台2丁目 高瀬処理区 ○
湊町1丁目 西浦処理区 ○
湊町2丁目 西浦処理区 ○
湊町3丁目 西浦処理区 ○
南海神1丁目 西浦処理区 ○
南海神2丁目 西浦処理区 ○
南本町 西浦処理区 ○
南三咲1丁目 高瀬処理区 ○（分流雨水一部）
南三咲2丁目 高瀬処理区 ○（分流雨水一部）

高瀬処理区 ○（分流雨水一部）
印旛処理区 ○

南三咲4丁目 印旛処理区 ○（一部）（分流雨水一部)
みやぎ台1丁目 印旛処理区 ○（一部）
みやぎ台2丁目 印旛処理区 ○（一部）
みやぎ台3丁目 印旛処理区 ○（一部）
みやぎ台4丁目 印旛処理区（一部下水道全体計画区域外） ○（一部）
三山1丁目 津田沼処理区 ○

印旛処理区 ○
津田沼処理区 ○

三山3丁目 津田沼処理区 ○
三山4丁目 津田沼処理区 ○

津田沼処理区 ○
印旛処理区 ○

三山6丁目 津田沼処理区 ○
三山7丁目 津田沼処理区 ○
三山8丁目 印旛処理区 ○
三山9丁目 印旛処理区 ○
宮本1丁目 高瀬処理区 ○
宮本2丁目 高瀬処理区 ○
宮本3丁目 高瀬処理区 ○
宮本4丁目 高瀬処理区 ○
宮本5丁目 高瀬処理区 ○
宮本6丁目 高瀬処理区 ○
宮本7丁目 高瀬処理区 ○
宮本8丁目 高瀬処理区 ○
宮本9丁目 高瀬処理区 ○

も 本中山1丁目 西浦処理区 ○
本中山2丁目 西浦処理区 ○
本中山3丁目 西浦処理区 ○
本中山4丁目 江戸川左岸処理区 ○
本中山5丁目 江戸川左岸処理区 ○
本中山6丁目 江戸川左岸処理区 ○
本中山7丁目 江戸川左岸処理区 ○

下水道全体計画区域外

三山5丁目

南三咲3丁目

三咲2丁目

三山2丁目

下水道法事業計画区域　・・・　○：事業計画策定済区域　、　時期未定：下水道法事業計画未策定区域
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下水道計画区域（処理区名）
下水道法
事業計画区域

町丁目名

や 八木が谷1丁目 印旛処理区 ○
八木が谷2丁目 印旛処理区 ○（一部）
八木が谷3丁目 印旛処理区（一部下水道全体計画区域外） ○（一部）
八木が谷4丁目 印旛処理区 ○（一部）
八木が谷5丁目 印旛処理区（大部下水道全体計画区域外） 時期未定
八木が谷町
薬円台1丁目 津田沼処理区 ○
薬円台2丁目 津田沼処理区 ○
薬円台3丁目 津田沼処理区 ○
薬円台4丁目 高瀬処理区 ○
薬円台5丁目 高瀬処理区 ○
薬円台6丁目 高瀬処理区 ○
薬園台町1丁目 津田沼処理区 ○
山手1丁目 高瀬処理区 ○（分流雨水一部）

高瀬処理区 ○（分流雨水一部）
西浦処理区 ○

山手3丁目 高瀬処理区 ○（分流雨水一部）
山野町 西浦処理区 ○

わ 若松1丁目 高瀬処理区 ○
若松2丁目 高瀬処理区 ○
若松3丁目 高瀬処理区 ○

下水道全体計画区域外

山手2丁目

下水道法事業計画区域　・・・　○：事業計画策定済区域　、　時期未定：下水道法事業計画未策定区域
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４．西浦処理区 
 

 本処理区は本市の中心市街地を包含しており、市川市からも一部の流入がある。また、ＪＲ

総武線付近は地形的に低地に位置しており、かつては浸水の常襲区域であった。 

 本処理区の全体計画は、計画面積1,243ha、計画人口95,100人、日最大汚水量69,780ｍ3／日

（市川市含む計画面積1,391ha、計画人口110,700人、日最大汚水量81,000ｍ3／日）を予定し、

汚水は西浦一丁目地先にある西浦下水処理場（敷地面積7.2ha）にて処理を行う計画である。 

 また、排除方式は臨海処理系統と行田処理系統の414haが分流式、その他の829haが合流式で

ある。 

 本処理区の下水道事業は、浸水被害の早期解消を図るため、中心市街地である湊町地区にお

いて昭和37年に管渠布設工事、昭和41年には都疎浜ポンプ場工事に着手したのが始まりである。

その後、合流式下水道として昭和45年に西浦下水処理場の建設に着手、昭和51年に供用を開始

した。 

 近年では、臨海処理系統潮見町地区において、平成26年に都市計画変更、平成29年に事業計

画区域拡大を行い、これにより西浦処理区の全てが事業計画区域となった。 

なお、事業の進捗状況は、令和4年度末現在1,047haの区域が整備済となり、事業計画面積

1,243haに対して約84％である。 

 

(1) 西浦処理区整備計画 

事 業 主 体 船橋市 終 末 処 理 場 

名称及び位置 

西浦下水処理場 

西浦１丁目17番 

全
体
計
画 

処理面積 1,243ha （1,391ha） 

処理人口 95,100人 （110,700人） 処 理 方 法 
凝集剤併用型循環式硝化

脱窒法＋急速ろ過法 

汚 水 量 
69,780ｍ3／日最大  

（80,590ｍ3／日最大） 

排 除 方 式 合流式一部分流式 

供用開始年度 昭和51年度 

ポンプ場 6ヶ所  ※ （ ）書きは市川市含む 
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５．高瀬処理区 
 

 本処理区は本市中央部を流れている２級河川海老川の流域とＪＲ津田沼駅周辺を包含してお

り、習志野市からも一部の流入がある区域で、本市最大の処理区である。 

 本処理区の全体計画は、計画面積3,135ha、計画人口251,800人、日最大汚水量145,880ｍ3／

日（習志野市含む計画面積3,223ha、計画人口263,500人、日最大汚水量153,000ｍ3／日）、汚水

は高瀬町地先の高瀬下水処理場（敷地面積21.2ha）にて処理を行う計画である。 

 また、汚水の排除方式は、処理区を東西に横断するＪＲ総武線をほぼ境として海側の339ha

は合流式、山側2,796haは分流式にて計画している。 

本処理区の下水道事業は、平成4年に事業認可を取得し、管渠、高瀬下水処理場の本格的な整

備に着手、平成11年に供用を開始した。 

 本処理区下水道事業のうち海老川河岸沿いの浸水常襲区域であった宮本地区 218ha において

は、昭和 45年に暫定的に西浦処理区に編入し、昭和 52 年に宮本ポンプ場、管渠の建設に着手、

昭和 63 年に同地区の整備が完了したが、高瀬下水処理場の供用開始されたことにより同地区を

高瀬処理区に編入した。 

 また、整備着手に時間を要する上流域の一部において、千葉県と協議し「印旛沼江戸川左岸

連絡幹線」を暫定的に利用することとした（船橋市暫定処理分区）。その後、幹線整備進捗に伴

い、同地区を本来の高瀬下水処理場で処理するため、平成29年に事業計画区域拡大を行い、平

成31年度に切替工事を完了した。 

 雨水整備については、令和元年度に雨水事業計画の長津川第一排水区、長津川第二排水区、

長津川右岸第二排水区、飯山満川排水区、高瀬川右岸第一排水区の区域拡大、及び雨水全体計

画見直しに伴って一部幹線を見直した。また、令和3年度には、飯山満川排水区、飯山満川右岸

排水区の区域拡大を行った。 

 汚水整備の事業の進捗状況は、令和4年度末現在2,193haの区域が整備済となり、事業計画面

積2,349haに対して約93％である。 

 

(1) 高瀬処理区整備計画 

 

事 業 主 体 船橋市 終 末 処 理 場 

名称及び位置 

高瀬下水処理場 

高瀬町56番 

全
体
計
画 

処理面積 3,135ha （3,223ha） 

処理人口 251,800人 （263,500人） 処 理 方 法 
嫌気無酸素好気法(凝集剤

併用)＋急速ろ過法 

汚 水 量 
147,356ｍ3／日最大 

（153,736ｍ3／日最大） 

排 除 方 式 分流式一部合流式 

供用開始年度 平成11年度 

ポンプ場 ３ヶ所  ※ （ ）書きは習志野市含む 
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６．津田沼処理区 

 
 本処理区は、習志野市と船橋市にまたがる普通河川菊田川流域を対象とした処理区で、船橋

市は同流域の上流部に位置している。全体計画（船橋市域）は、合流方式により、計画面積382ha、

計画人口38,200人を予定しており、汚水の処理は習志野市芝園地先にある津田沼浄化センター

にて処理する計画である。 

 本処理区の下水道事業は、下流側習志野市において昭和47年から菊田川1号放流幹線の建設に

着手し、平成9年には菊田川2号幹線が本市行政界に到達したことにより、本市も田喜野井、三

田地区の一部が供用を開始した。 

令和4年度末現在、事業計画面積382haの工事が完了し供用開始済である。 

 

(1) 津田沼処理区整備計画 

事 業 主 体 船橋市 

全
体
計
画 

処理面積 382ha 

排 除 方 式 合流式 処理人口 38,200人 

供用開始年度 平成９年度 汚 水 量 20,670ｍ3／日最大 

  ポンプ場  

 

(2) 習志野市津田沼処理区整備計画 

    ※ （ ）書きは船橋市含む 

事 業 主 体 習志野市 

終 末 処 理 場 

名称及び位置 

津田沼浄化センター 

8.2ha 

習志野市芝園3-3-1 

全
体
計
画 

処理面積 1,261ha  （1,643ha） 

処理人口 96,100人 （134,300人） 

汚 水 量 
54,140ｍ3／日最大 

（74,810ｍ3／日最大） 
処 理 方 法 

標準活性汚泥法、嫌気

無酸素好気法＋急速

ろ過法 

ポンプ場 ２ヶ所 排 除 方 式 分流式、一部合流式 

管渠口径 
○・ 250mm 

～2×□・5,000×2,850mm 
供用開始年度 昭和42年 
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７．印旛処理区 
 

 本処理区は、千葉県の重要な水ガメである印旛沼の水質保全と生活環境の向上を図るため、

千葉県が事業主体となり、関係する13市町（12市1町）を対象とする印旛沼流域下水道に包含さ

れる区域である。 

 本処理区の全体計画区域（船橋市域）は、新京成線の東側、北は鎌ケ谷市境から南側は習志

野市境に至る区域で、旧日本住宅公団が造成した高根台団地、習志野台団地を含む1,754haと千

葉ニュータウンの一部である小室地区120haの合計1,874haを計画面積とし、計画人口は134,300

人である。 

 船橋市に係わる流域下水道幹線として、昭和53年に小室地区に西部幹線が到達し、同年に一

部供用を開始し、昭和58年には、桑納幹線が高根台処理分区に、西部幹線が八木が谷第二処理

分区に到達し、昭和60年にそれぞれの処理分区の一部が供用を開始した。 

 また、単独処理場であった高根台下水処理場と習志野台下水処理場（いずれも旧住宅公団施

行）をそれぞれ昭和61年、昭和62年に廃止し、流域関連公共下水道処理区に変更した。 

 本処理区の下水道事業の進捗状況は、令和4年度末現在1,311haの区域が整備済であり、事業

計画面積1,315haに対して概ね整備が完了している。 

 

(1) 印旛処理区整備計画 

 

事 業 主 体 船橋市 

全
体
計
画 

処理面積 1,874a 

排 除 方 式 分流式 処理人口 134,300人 

供用開始年度 昭和53年度 汚 水 量 65,450ｍ3／日最大 

  ポンプ場  

 

(2) 印旛沼流域下水道事業概要 

関 係 市 町 村 

 

○印は 

 供用市町村 

13市町（12市1町） 

○千葉市○佐倉市○船橋市 

○八千代市○成田市  

○鎌ケ谷市○習志野市 

○四街道市○酒々井町 

○白井市○印西市○富里市 

○八街市 

 

終 末 処 理 場 

名称及び位置 

花見川終末処理場  21ha 

（千葉市） 

花見川第二終末処理場 

（千葉市習志野市） 23ha 

処 理 方 法 
凝集剤併用型循環式硝化脱

窒法＋急速砂ろ過法 

排 除 方 式 分流式 

全
体
計
画 

処理面積 27,391ha 供用開始年度 昭和49年４月 

処理人口 1,406.2千人 

※印旛沼江戸川左岸連絡幹線（25.3㎞）を

含む。 

汚 水 量 819,250ｍ3／日最大 

管 渠 ※ φ700～3,300㎜ 223.9㎞ 

ポンプ場 11ヶ所 
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８．江戸川左岸処理区 
 

 本処理区は、江戸川左岸流域の都市化に伴い流域内河川の水質汚濁が進行してきたため、昭

和47年千葉県が事業主体となり、8市を対象とする江戸川左岸流域下水道に包含される区域であ

る。 

 本処理区の全体計画区域（船橋市域）は、市川市及び鎌ケ谷市と隣接する本中山、藤原及び

丸山地区等476haを計画面積とし、計画人口36,600人である。 

 本処理区の下水道事業は、平成3年に本中山地区40haの事業認可を取得し、平成25年には船橋

第1･第2･第3処理分区193 haを事業計画区域に追加した。平成29年には鎌ケ谷第1･市川第4-4･

市川第5-2処理分区を追加し、事業計画区域を340haとする計画変更を行った。 

 なお、平成29年の事業計画変更において鎌ケ谷第1処理分区は下流側（鎌ケ谷市）の整備完了

までに時間を要するため、船橋第1・船橋第3処理分区に暫定流入する計画としている。 

 また、市川第4-4・市川第5-2処理分区は市川市の施設を流下して市川幹線に接続する計画で

あるが、市川市は早期未普及解消のため「印旛沼・江戸川左岸連絡幹線」を暫定的に利用する

事業計画に基づき事業を実施しているため、当市においても同様の事業計画としている。 

事業の進捗状況は、令和4年度末現在205haの区域が整備済となり、事業計画面積340haに対し

て約60％である。 

 

(1) 江戸川左岸処理区整備計画 

事 業 主 体 船橋市 

全
体
計
画 

処理面積 476ha 

排 除 方 式 分流式 処理人口 36,600人 

供用開始年度 平成５年度 汚 水 量 17,390ｍ3／日最大 

  ポンプ場  

 

(2) 江戸川左岸流域下水道事業概要 

 

関 係 市 町 

○印は 

供用市町 

８市 

○市川市○松戸市○流山市 

○野田市○柏市○鎌ケ谷市 

○浦安市○船橋市 

終 末 処 理 場 

名称及び位置 

江戸川第一終末処理場 

（市川市）     30ha 

江戸川第二終末処理場 

（市川市）     26ha 

全
体
計
画 

処理面積 20,417ha 
処 理 方 法 

凝集剤併用型ステップ流入

式多段硝化脱窒法＋急速ろ

過法 処理人口 1,421.1千人 

汚水量 764,360ｍ3／日最大 排 除 方 式 分流式、一部合流式 

管渠 φ400～4,750㎜ 124.6㎞ 供用開始年度 昭和56年度 

ポンプ場 ３ヶ所 ※印旛沼江戸川左岸連絡幹線（25.3㎞）を

含む。 
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Ⅲ 下水道の普及 
１．年度別普及率 

年 度 市  域 
下水道普及率 汚水処理普及率 汚水整備率 雨水整備率 

摘  要 整 備 済 

人口(人) 

普及率 

（％） 
整 備 済 

人口(人) 

普及率 

（％） 
整 備 済 

面積(ha) 

整備済 

（％） 
整 備 済 

面積(ha) 

整備済 

（％） 西暦 和暦 人口(人) 面積(ha) 

1961 昭和36 157,265 7,918 4,056 2.6       事業開始 

1965 昭和40 230,803 8,166 18,102 7.8        

1970 昭和45 329,227 8,169 36,722 11.2        

1975 昭和50 417,722 8,197 40,510 9.7        

1980 昭和55 477,244 8,494 63,300 13.3        

1985 昭和60 504,072 8,510 89,800 17.8        

1990 平成２ 524,921 8,563 133,700 25.5        

1995 平成７ 535,237 8,563 181,800 34.0   1,545 22.2 876 12.6  

2000 平成12 546,049 8,564 232,100 42.5   2,125 30.5 1,016 14.6  

2005 平成17 569,750 8,564 308,900 54.2   2,903 41.6 1,278 18.3  

2008 平成20 590,943 8,564 391,864 66.3   3,485 50.0 1,512 21.7  

2009 平成21 598,213 8,564 419,170 70.1   3,651 51.4 1,551 21.8  

2010 平成22 601,321 8,564 440,354 73.2 528,725 87.9 3,815 53.7 1,576 22.2  

2011 平成23 602,996 8,564 452,645 75.1 533,381 88.5 3,922 55.2 1,596 22.4  

2012 平成24 615,876 8,564 473,860 76.9 548,655 89.1 4,092 57.6 1,672 23.5  

2013 平成25 620,389 8,564 490,269 79.0 553,235 89.2 4,211 59.2 1,805 25.4  

2014 平成26 624,396 8,564 506,006 81.0 558,105 89.4 4,316 60.7 1,817 25.6  

2015 平成27 627,816 8,562 515,092 82.0 570,873 90.9 4,388 61.7 1,818 25.6  

2016 平成28 632,341 8,562 533,107 84.3 596,073 94.3 4,510 63.4 1,818 25.6  

2017 平成29 636,539 8,562 546,649 85.9 608,045 95.5 4,628 65.1 1,854 26.1  

2018 平成30 640,012 8,562 558,710 87.3 613,703 95.9 4,728 66.5 1,865 26.2  

2019 令和元 643,971 8,562 569,142 88.4 619,863 96.3 4,893 68.8 1,896 26.7  

2020 令和2 645,450 8,562 580,982 90.0 626,688 97.1 5,016 70.5 1,896 26.7  

2021 令和3 645,972 8,562 583,739 90.4 629,050 97.4 5,073 71.4 1,906 26.8  

2022 令和4 647,597 8,562 588,625 90.9 631,120 97.5 5,138 72.3 1,911 26.9  

令和4年度末現在 

（注1）平成23年度以前の人口は外国人を含まない。 

（注2）「汚水整備率」「雨水整備率」は整備済面積(ha)/全体計画面積(H20年度以前：6973ha, 
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H21年度以降：7,110ha)×100(%)として算出している。 

 

 

２．処理区別下水道普及率 

 

区  域 

区  分 

西 浦 

処 理 区 

高 瀬 

処 理 区 

津 田 沼 

処 理 区 

印 旛 

処 理 区 

江 戸 川 左 岸 

処 理 区 

計 画 

区域外 
計 

Ａ 行 政 区 域 面 積  (ha) 1,243 3,135 382 1,874 476 1,452 8,562 

Ｂ 全 体 計 画 面 積  (ha) 1,243 3,135 382 1,874 476  7,110 

Ｃ 行 政 区 域 内 人 口  (人) 120,253 294,117 40,422 147,243 40,944 4,618 647,597 

整
備
面
積 

Ｄ 事業計画区域面積  (ha) 1,243 2,349 382 1,315 340  5,629 

Ｅ 整 備 面 積  (ha) 1,047 2,193 382 1,311 205  5,138 

整 備 率 Ｅ／Ｂ  (％) 84.2 70.0 100.0 70.0 43.1  72.3 

整
備
人
口 

Ｆ 事業計画区域内人口  (人) 120,253 276,455 40,422 139,146 38,627  614,903 

Ｇ 整 備 人 口  (人) 115,842 267,808 40,422 138,897 25,656  588,625 

普 及 率 Ｇ／Ｃ   (％) 96.3 91.1 100.0 94.3 62.7  90.9 

                                         令和4年度末現在 
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Ⅳ 下水道事業の財源 
 

 下水道は、都市の環境の整備、公衆衛生の向上及び浸水被害の防除などの公共性と私的な受

益性を持つ都市の根幹的な施設である。 

下水処理場、管渠等の施設は、人口や産業の規模及び土地利用計画に沿って建設するため、

先行的な投資が必要であり、その財源には、国庫補助金、企業債、受益者負担金等を充ててい

る。 

維持管理費用は、主に下水道使用料により賄われている。 

 

１．国庫補助金 

 下水道法第34条は、予算の範囲内において政令で定めるところにより、その（公共下水道の）

設置又は改築に要する費用の一部に対し国が補助することができるとしている。 

  

（１）地方公共団体に対する国庫補助（採択基準） 

 基本計画の策定、都市計画決定、下水道法上の事業計画の策定、都市計画事業の認可手

続を行った事業であること。 

（２）国庫補助対象事業範囲 

 主要な管渠、主要な管渠を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設、終末処理場、

終末処理場を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設。 

その他、当該主要施設に関わる調査・設計委託費、用地費、路面復旧費、改築費等 

  

２．企業債 

 下水道施設の建設は、単年度に多額の財源を必要とするためその資金を企業債の発行により

確保している。 

（１）充当率 

 補助事業：地方負担額の100％ 

 単独事業：対象事業費の100％ 

（２）企業債現在高と元利償還金の推移                 （単位：百万円） 

年  度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 

企業債現在高 139,346 139,250 138,380 137,668 136,302 132,364 129,423 126,303 123,482 118,126 

元利償還金  13,982 10,404 10,656 11,195 11,540 11,893 12,281 12,871 11,679 12,027 

 ※平成30年4月1日より地方公営企業法適用のため、平成29年度以前は「企業債」を「地方債」

と読み替える。 
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３．下水道事業受益者負担金 

 下水道事業受益者負担金制度は、下水道の整備により土地の利便性が未整備区域に比べ上昇

することから、その受益の範囲内で土地の所有者等に負担してもらう制度である。その負担金

は、公共下水道を計画的にしかも早期に整備するために、建設費の一部に充てている。根拠は、

都市計画法第75条に基づく船橋市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例である。 

 

（１）負担金 

   市街化区域300円／㎡  市街化調整区域380円／㎡ 

（２）賦課時期：当該年度中に供用開始をした区域に対して翌年度賦課 

（３）納付方法：３年分割  年４回（納付月：８月、10月、12月、２月） 

（４）調定及び収納状況 

（単位：千円、％） 

年  度 H30 R元 R2 R3 R4 

調 定 額 

収 入 済 額 

収 納 率 

117,612 

114,850 

97.7 

94,836 

92,582 

97.6 

96,971 

94,626 

97.6 

59,352 

57,510 

96.9 

69,789 

68,117 

97.6 

※地方公営企業法適用に伴い現年度分のみ記載し、収入済額に還付未済額は含まない。 

 

４．下水道使用料 

 下水道使用料は、下水道法第20条に基づく船橋市下水道条例により、下水道処理区域の使用

者に賦課する。この使用料は下水道施設（処理場・ポンプ場・管渠）の維持管理費及び資本費

のうち汚水処理に係る経費に充てるものである。 

 

（１）使用料金表（月額、消費税相当額を含む）    （改正：令和2年7月1日） 

 ※浴場汚水とは、公衆浴場営業（温泉、蒸風呂その他特殊な公衆浴場営業を除く。）の用に供した汚水をいう。 

       

汚水の種類 

 

 

基本使用料 
従  量  使  用  料 

汚  水  排  除  量 使用料（1㎥につき） 

一 般 汚 水 水 759.00円 

10ｍ3までの部分  

10ｍ3を超え   20ｍ3まで  

20ｍ3を超え   30ｍ3まで  

30ｍ3を超え   50ｍ3まで  

50ｍ3を超え   100ｍ3まで  

100ｍ3を超え   500ｍ3まで  

500ｍ3を超え 1,000ｍ3まで  

1,000ｍ3を超え 2,000ｍ3まで  

2,000ｍ3を超えるもの        

34.10円 

111.10 

181.50 

253.00 

302.50 

324.50 

352.00 

368.50 

418.00 

浴 場 汚 水 ※ 
110.00円 

(10㎥までの部分) 
10ｍ3を超える部分       11.00円 
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（２）汚水排除量の認定 

・水道水を使用した場合…水道の使用水量をもって排除量とみなす。 

・井戸水等を使用した場合…一般家庭においては、世帯員一人につき１カ月5㎥とみなす。 

             営業用においては、井戸水等の使用水量を排除量とみなす。 

             なお、水道水と井戸水等を併用する場合はそれぞれの使用水量          

             を合算する。 

（３）納付方法 

納入通知書により２カ月ごとに納付。 

＊令和3年1月より下水道使用料の徴収事務を千葉県へ委託している。千葉県企業局給水

区域については上下水道料金を合わせて、習志野市企業局給水区域または井戸水のみ使

用者については下水道使用料を千葉県が徴収。 

（４）調定及び収納状況 

                               （単位：千円、％） 

年  度 H30 R元 R2 R3 R4 

調 定 額 

収 入 済 額 

収 納 率 

7,493,036 

6,702,490 

89.5 

7,560,909 

6,773,506 

89.6 

8,011,680 

7,014,631 

87.6 

8,403,128 

7,530,786 

89.6 

8,347,146 

7,468,858 

89.5 

※地方公営企業法適用に伴い現年度分のみ記載し、収入済額に還付未済額は含まない。 

 ※令和3年1月より上下水道料金徴収一元化を実施し、下水道使用料は一度県で収納されるた

め、3月収納分は翌年度の4月に市へ入金となる。 

 

 

５．一般会計繰入金 

 一般会計繰入金は、一般会計が負担することとされる経費の基本的な考え方である「下水道

事業繰出基準」等に基づき、負担金・補助金・出資金の別に繰出されている。たとえば雨水処

理に要する経費は、一般会計が負担すべきものとされている。 
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 Ⅴ 下水道の利用促進 
 

１．排水設備工事 
 

排水設備工事の申請状況                         （単位：件） 

 

年 度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 

くみ取り 

便所改造 
49 25 65 20 30 7 10 10 15 3 

浄 化 槽 

切  替 
3,039 2,306 1,758 1,023 2,004 1,864 1,683 1,421 1,215 753 

新  設 1,995 1,934 1,852 2,101 1,932 1,990 1,997 1,904 2,058 1918 

計 5,083 4,265 3,675 3,144 3,966 3,861 3,690 3,335 3,288 2674 

 

排水設備の工事は、船橋市下水道条例で市指定排水設備工事店でなければ施工できないとし

ている。 

◎市指定排水設備工事店数     369店（令和4年度末現在） 

 

２．排水設備工事資金の貸付及び補助事業 
 

 下水道の効率的な活用を促進するため、排水設備工事資金の貸付及び生活扶助世帯等に対す

る水洗便所設置費の補助を行っている。 

 

(1) 水洗便所化改造工事資金貸付 

イ）制度の概要 

貸 付 の 対 象 貸 付 額 償 還 方 法 利息 

くみ取り便所を水洗便所に改造する

場合、１便槽につき 
50万円以内 

40ヶ月均等分割 なし 
既設の浄化槽を廃止して公共下水道

に接続する場合、１基につき 
35万円以内 

分流区域の既設の排水設備で誤接続

された構造のものを改築する場合、排

水設備一式につき 

30万円以内 
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ロ）貸付状況                     （単位：件・千円） 

年  度 H30 R 元 R2 R3 R4 

件   数  123 115 110 93 54 

金   額  28,274 28,783 26,397 22,830 14,120 

 

(2) 生活扶助世帯等に対する水洗便所設置費補助 

イ）制度の概要 

 水洗便所化改造工事資金の補助対象者は、生活扶助世帯または中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規

定による支援給付を受けている世帯であって、処理区域内において、くみ取り便所を水洗便

所に改造しようとする者や、浄化槽を廃止して公共下水道に接続しようとする者に対し、工

事費用の補助を行っている。 

 

ロ）年度別補助状況                      （単位：件・千円） 

年  度 H30 R 元 R2 R3 R4 

件   数  1  0 2 0 0 

金   額     298    0     613 0 0 

 

３．事業場等に対する水質規制 

(1) 事業場等の届出状況 

特定

事業場

168 167 169 174 178
189 191

202 204
195

169

その他の

事業場

3 3 4
3

3

6 6

6 7

7

7

100

150

200

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

届
出
数

（件
）

年度

届出事業場等数
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 (2) 事業場等の指導状況 

 有害物質を使用している事業場など、下水排除基準を超えるおそれのある事業場を中心に立

入検査を実施している。採水検査で基準超過が認められた場合は、改善措置を講じるよう指導

している。（令和２年度は新型コロナウイルス感染症まん延により、立入検査を縮小した。） 

 また、令和元年度は通常の立入検査以外にマンホールで採水を行った。 

立入

検査

84 82 78

100
90

80
73 71

15

58 52

3

12 7 13 13
6 5

15 13
4 10 50

20

40

60

80

100

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

件
数

年度

指導状況

 

上方白抜数字は、マンホール採水 

下方白抜数字は、超過事業場 
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Ⅵ 下水道の施設及び処理状況 
 

 

１．西浦下水処理場 
 

  西浦下水処理場は、計画面積1,391ha、計画人口110,700人の汚水を処理するための施設で

あり、全体処理能力81,000ｍ3／日である。 

  昭和45年に建設工事に着手し昭和51年に一部供用を開始し、現在81,000ｍ3／日の処理能力

を有している。なお、平成12年度より既設の水処理施設を高度処理とする改修工事を行って

おり、平成30年度に全池が高度処理対応となった。 

  令和元年度より下水汚泥から発生する消化ガスを燃料とし電力固定価格買取制度（ＦＩＴ）

を活用した発電事業を民設民営方式により行っている。 

(1) 施設計画概要表 

区  分 計     画     等 

位 置 西浦1丁目4番6号 

敷 地 面 積 72,410㎡ 

処 理 区 名 西浦処理区 

排 除 方 式 合流式（一部分流式） 

処 理 方 法 凝集剤併用型循環式硝化脱窒法＋急速ろ過法 

供用開始年月 昭和51年４月 

放 流 先 二俣川 

汚 泥 処 理 法 濃縮→消化→脱水→焼却 

汚泥処分方法 委託処分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩素混和池

ガスホルダー

二
俣
川

汚泥消化タンク
汚
泥
処
理
棟

雨 水 放 流 渠

放流渠

湾岸道路

（Ａ系水処理施設）

反応槽

最終沈殿池

汚泥濃縮槽

汚泥洗浄槽

最初沈殿池

管理本館

し
ゃ
集
系
沈
砂
池
ポ
ン
プ
棟

雨
天
時
汚
水
沈
殿
池

最初沈殿池

（B系水処理施設）

反応槽

最終沈殿池

分流系沈砂池ポンプ棟

送風機棟

分水槽

（２）西浦下水処理場　全体平面図

合流系沈砂池ポンプ棟

現有施設

砂ろ過棟

発電設備
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２．高瀬下水処理場 
 

 高瀬下水処理場は、計画面積3,223ha、計画人口263,500人の汚水を処理するための施設であ

り、全体処理能力153,000ｍ3／日を計画している。 

平成５年度に建設工事に着手し、平成11年に一部供用を開始し、現在102,000㎥／日の処理能

力を有している。なお、平成14年度より既設の水処理施設を高度処理とする改修工事を行い、

全池が高度処理対応となっている。 

令和２年度より下水汚泥を発酵させ消化ガスを発生させる汚泥消化施設と、民設民営で消化

ガスを元に発電を行う消化ガス発電設備の工事に着手し、令和４年度より発電を開始した。 

（１）施設計画概要表 

 

区  分 計     画     等 

位 置 高瀬町56番地 

敷 地 面 積 211,650㎡ 

処 理 区 名 高瀬処理区 

排 除 方 式 分流式（一部合流式） 

処 理 方 法 嫌気無酸素好気法（凝集剤併用）＋急速ろ過法 

供用開始年月 平成11年４月 

放 流 先 東京湾 

汚 泥 処 理 法 濃縮→消化→脱水→焼却 

汚泥処分方法 委託処分 
 
  

（２）高瀬下水処理場 全体平面図 
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３．都疎浜ポンプ場 
 

 都疎浜ポンプ場は、本町・湊町地区（115ha）の雨水排水を行うポンプ場である。なお、ポン

プ場の監視及び操作は西浦下水処理場にて、遠方監視システムで行っている。 

 

(1) 施設計画概要表 

区   分 計     画     等 

位 置 南本町21番22号 

敷 地 面 積 2,200㎡ 

処 理 区 名 西浦処理区 

排 除 方 式 合流式 

目 的 雨水排除 

使 用 開 始 年 月 昭和45年12月 

排 水 区 域 115ha 

放 流 水 域 東京湾 

 

４．宮本ポンプ場 
 

 宮本ポンプ場は、高瀬処理区の一部である海老川沿岸の低地部を包含する宮本地区(218ha)

の雨水排水を行うポンプ場である。なお、ポンプ場の監視及び操作は高瀬下水処理場にて、遠

方監視システムで行っている。 

 

(1) 施設計画概要表 

区   分 計     画     等 

位 置 宮本2丁目15番5号 

敷 地 面 積 1,850㎡ 

処 理 区 名 高瀬処理区 

排 除 方 式 合流式 

目 的 雨水排除 

使 用 開 始 年 月 昭和55年10月 

排 水 区 域 218ha 

放 流 水 域 東京湾 
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５．中山ポンプ場 
 

 中山ポンプ場は、本中山地区（一部市川市）（196ha）の雨水排水を行うポンプ場である。な

お、ポンプ場の監視及び操作は西浦下水処理場にて、遠方監視システムで行っている。 

                                    

(1) 施設計画概要表 

  

区   分 計     画     等 

位 置 本中山3丁目5番11号 

敷 地 面 積 1,410㎡ 

処 理 区 名 西浦処理区 

排 除 方 式 合流式 

目 的 雨水排除 

使 用 開 始 年 月 昭和47年4月 

排 水 区 域 196ha 

放 流 水 域 真間川 
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船橋市デザイン鉄蓋 

 

 

導入の経緯 

 

 平成元年、それまでの市の鉄蓋はデザインが統一されていませんでしたが、一目で船橋

市の蓋であると分かる蓋をつくろうということになりました。 

そこで、広く市民からデザインを募集し、優秀な応募作品を参考にして、蓋のデザインを決

定しました。 

 

 

デザインの由来 

 

五大力船（ごだいりきせん）は、江戸時代から近世にかけて船橋港に頻繁に出入りした船

で、米や農作物など様々な積み荷を積載して江戸湾内を往来していました。 

「五大力」とは、五大力菩薩から引用したものと思われます。 

また、市の木「サザンカ」もモチーフとしてあしらいました。 

 

 

 


